
tざとう さとし

卜

このよう さんの中にはp まさ記

も

中iこ形成されつつあるように感じられます。

このような患いを内心に抱いている方，

いる方もいるのではないかと恕います。

もと誌と震えば

自分がそめように忠われているかもしれないと不安を感じて

むこと O 私たちは，これしさのことが掠閣で3 記本の現状に失望した 0，

未来を諦めたちしてはならず3 まずはそのことに対しての強い決意をもつべきだと恕います。「されど電

は，私たち一人一人の生活に必需であり，盤要なラニ…マです。酸味なま

素手萌にすることも

ネルギーイ共産会の役割 ていこうとしてい それは， 上り

い，将来においても き蛤めている る前

ると きる にできる，少な らですっ

f呆証さ して淡々と，か 結論から 政府の原子力政策とその

、，
'-

だと得心している

でしょう。

くの人たちと再じく，

をチェックするよう

はありませんむ裏読みを

こと

とっても，靴の裏

して語白く

ち

あ して

まさに

も らる

しても満足していま

ける技術的なせんのさらに，

プロセス，

ていま

そのよう

心配性のためだと疑って読み始めていただきたい

と思いますむそのような方々にこそ，本稿を通し

て， より多くのサプライジングな情報を提{共でき

ると思うからです。

キ仇 司 による
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査の制度上の特徴として， 2 ポイント

につ てみたいと患いま

1.1 持政審輯輔震

点目は，行政審判制度が採用されていないこ

とについてですりこれが何を意味するか議的にい

うと，電力事業者から

まで，そして判

定を出したあとな一般公衆からの意見に耳を貸

いということです。少し品を欠いた言

い方をするならば，「我々の判定に文句があるな

ら，勝手に裁判所にでも言ってくれjということ

になり，現に，そのような手続きを踏む以外，日

本の一般公衆には，

ません9

を力に変える手段があり

そこで，この点が，たとえば米国ではどのよう

になっているのかについて説明したいと患います。

us…NRCと絡す)

は， しばしば自分たちの身分を リック・サ

…パントjと表現します合 f公務員jという日本

語よ与も，一般公衆に仕える者， [私たち

強く表しているよう

じられます。そのように自分たち

している機関が，一般公衆から

さないというのは原期的な矛窟です。したがって

US-NRCの審査制度には 一般公衆がピアワン

を求める権軒，介入(Interventiorけする権利，

きが盛り込まれていま

註

しい規制基準を

る権利にもとづく

よる

ある 技続的， りや

tional 

ょにツクされ， そのような

清報要求(RAI，Request for Addi“ 

申請者宛に文書で送られま

しなければな与

ませんO このような RAIを介した技術指衝，

セスの中Jらとなり，関連した文

に属する情報， 1:呆安管

除いて，

一般公衆は，これらを見て，

ることができますs いく

として， ま

さ

る

適当な欝自の段

階で，公開の会合が穫されることがあちますが，

審査の場ではあちませんc

による

カミまとめら

が，いったんドラフト販とし

これに対して， US-NIミC

の独立した専門機関である

Com…mIttee on Reactol 

次評価が仔われま

を反映し

れたところ

Safety Evaluation 

され，

直下

ム、
A 

による

らの意

さ

りますが，まだこれが US-NRCの最終決定とい

うわけではありません。一般公衆に認められた前

述の三つの権利にもとづく意見がここから審理さ

れます。ただし語義上一般公衆〈パブリッ列よ

り下設にあるパブリック・サ}パント(じふNRCの

事務職員)には，一般公衆かちの意見を， [上かち話

線jで処理する権限があちませんO 規制審である

彼らの強力な権限が発縛されるのは，規制対象者

である電力会社な してであり，

一般公衆は，電力会社と同列ではないから

そこで US-NRCの寿町議には，行政審判制度が

取り入れられ，原子力安全許認可協議パネル

きなのですから， もし仮に (ASLBP， Ato闘はまたりTand Licensi時 Bo乱rdPaneOが設寵され

とした場会， ています。 ASLBPに取り上げられた事案は 3名

その流れは次のようになるものと思われます。 の判事によっ

申請書に対する審査は，事務部門による技寄的 持決に不服がある

なレヴュ…として行われ，その過程で，串 すo US-NRCの

脳 (ωKUI Aug， 2ー1.84No，8 

されますが， ASLBPの

ることもできま

ミッシ 3ナー)には，その場



る最終決定が，委員長を含むう名の委員によ じよう

る票決で下されます。こうしてようやく認可証が うO

申請者に対して発行されることになります。この

ような US-NRCの制度に比べると，日本の

力規制委員会は， I耳がない」機関であるという

ことになります。なまじ耳があると開かなければ

ならず，開いたら返事をしなければならなくなり，

原子力規制委員会にとって，審査はより面倒な手

続きになるかもしれません。しかし米国式の行

政審判制度がベストかどうかはさておくとしても，

やがては耳をもっ機関に進化すべきであるという

ことに関しては，異論がないのではないでしょう

f ど としての立場もありま

以上のように US-

ロセスNRC 

か。

多くの鹿辺住民の生命と健康，所有資産に重大

な影響を及ぼす可能性があり，重大な事故が発生

した場合には，その収束や賠償のため，全国民に

莫大な支出を強いることになる電力事業者からの

申請に対する認可が，一般公衆からの意見に傾聴

する仕組みも，そのような自主的な姿勢もない規

制機関の淡々とした手続きで進められ，置いてき

ぼりの一般公衆が，その後で声を発しても後の祭

りO 日米間の大きな違い，それは，一般公衆から

の意見が，認可決定の前に聞き入れられる機会が

あるか否かという点であり，一般公衆に対する敬

意があるか否かという違いでもあるように私には

感じられます。それはまた 自らを「パブリッ

ク・サーバント」と卑下ではなく誇らし気に呼ぶ

US-NRCと， Iお上Jと呼ばれることに慣れてい

る日本の規制機関の，真逆の心構えの違いでもあ

るように思います。

ついでに問うならば， Iパブリック・コメン

ト」とはどのような意味のあるプロセスなのでし

ょうか。日本では， I下々の民の声も聞いてやる

か」とでも解釈されているのではないでしょうか。

それは，原子力規制委員会が，たとえば新規制基

準の原案を公示した際，著しく短い期限と字数制

限を付けて募集を行い，ただそれらを寄せ集めた

だ、ったことからも明ら

はせめて建前だけからでもヲ

もらおうJに変わらな

、p
'--

を

とi可

なることはないでしょ

ーい目は，原子力規制委員会が，原子力防災の

規制に関与していないことについてです。

の潜在的な脅威から，国民の生命と健康，国土の

環境を守ることが使命の原子力規制委員会にとっ

て，なぜ原子力防災の領域が規制の対象外なのか

不可解ですが，まずその前に，原子力防災の主管

f幾関はどこなのでしょうか。

内閣府のホームページに， I内閣府原子力災害

対策担当室」の設置の趣旨が次のように述べられ

ています。「原子力規制委員会設置法の施行に併

せて，……，平時においても政府が一体となって

防災対策を強力に推進するべく，内閣総理大臣を

議長とする原子力防災会議が内閣に設置され，ま

た，これを内閣府が支える体制が整備されまし

た」とあります。原子力防災会議の事務局には，

主に原子力規制委員会と環境省から職員が派遣さ

れ，環境大臣が事務局長を務めることになってい

ます。そして，いざ原子炉事故が発生したときに

は，直ちに看板が「原子力災害対策本部」に掛け

替えられ，事務局長も原子力規制庁長官に交代す

ることになっています。結局，平時においても緊

急時においても，原子力規制委員会からの派遣職

員が，実務上重要な役割を果たすことになってい

ます。

とはいえ彼らは， I防災対策の推進機関」に属

しているのであって，緊急時に現場の最前線で切

り盛りする立場にはありません。その役割を担う

ことになるのは，原子力発電所の影響圏内(正確に

は，半径約 30kmの緊急時防護措置準備区域(UPZ)と定義され

る圏内)にある 24の道府県とそれぞれの中にある

市町村です。内閣府原子力災害対策担当室の具体

的な業務はと言えば，①そのような地方自治体へ

の「原子力発電施設等緊急時安全対策交付金」を
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交討すること道宥巣と市町村が f地域防災計

Jを策定するための支援として

マニュアルの雛形を提供すること，③各地のオフ

サイト・センターに「原子力詰災専門官j

気」 話常的な指示・ うこと， と述べら

たちの約ア 4カ所以上の避難者を転々とさ

せられていますむ 20km以上離れているにもかか

わらず，不運な風向きによって上空を流れた設射

らの降下物(ブオ…jレアウト)で帯状の汚染地

苦が影或され，自分たちがその中にいることを 1

カ月間も知らされず，さらにその先 1カ月間に

わたって避難の準講もしてもらえ

の人々 O そして，ょうやく避難したあとも，さら

にしばらくホール・ボディ・カウンターによる内

してもらえず，特に妊婦や乳幼鬼

の父母たちは，長い間の不安に苛まれました。そ

福島県における，さまざまな籍神的ストレ

スによる「震災関 の数は 1660人(2014年 1

月末日)に上っています。

要は，完成販の「地域跨災計画jが，どれほど

福島事故で経験されたこれらの問題を効果的に解

ないしは緩和できるのかということ

{主民や地元県民にとって切実な関心事なはずなの

その査定や

検証のプロセスを岳分たち

て受け入れていません。

とし

をおい 私としては，それならそうとはっきり言ってもら

附 IKAω|山

臼本の この重要な役割

てくれるのでしょうかc

加の機会によち詳しく議論したいと患いますが，

日本に立地された原子力発電所には，すぐ近くに

複数の小島があるものや，交通路が著しく設窄さ

にあるものなどがあり，原子炉事故を，

台風などの自然災害による誘発とし

て考えた場合には，避難が著しく国難になります。

そういえば，前述の揺島第一原子力発電所から飯

館村にi台jかつて停ぴた帯状のフ寸ールアウト

めて視覚的に示されたのは， 3月 14日，ホワイ

ト・ハウスからの指示で横田基地に向けて発進し

された米国エネルギ…者の AMS

と呼ばれる測定システムによってでしたが，その

日本自身での測定の整備はどの程度進んでい

るので、しょうか。ホール・ボヂイ・カウンタ

は，荷台出動部制にあるのでしょうか。こういっ

た全般をチェックする機能がなくてもよい，ある

い;えあるべきだがそれは自分たちの役割ではな

いと公諒している原子力規制委員会の考え方

解できないのは，たぶん私だけではないと思いま

す。

選直告事故評価・対策に対する
審査プ自セス

る程度の意見詰， もちろ

んとっくに考察法みのはずで、あち，

最高水準の諒子炉にとっては，端的に言えば，路

災計画は世界最低水準であったとしても問題之よいの

前述のような制度上の未熟きが多少残っていると

しても安全の根幹に関わることではなく，十分な

技権的実力のある京子力規制委員会によってしっ

かの安全審査が?子われるなら，ひとま

な

もちろん，このよう と語る勇敢で、

愚かな人( )はいませんが，これに近い考えを

として胸中に説、めている政治家，官僚，

は，結講多くいるかもしれず，

の中にも少なくないかもしれませんO
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号機に対する

においてもを

開宣!着や

ため。以下，その ~ 

を

てみたいと忠 則語解説参照)のよう

6通りに対する解析が行われています。この場合います。

ら

今回は，過酷事故評価。対策に論題を限定しま の SBOは，複数の所外電源囲線の喪失に加え，

す。

過酷事故とは，代表的な単一故障の例である冷

却材喪失事故(LOCA)や，単一故障を超えた多重故

障ではあるが，比較的高い発生頻度が予想され，

かつ深刻な事態に至る懸念のある全交流電源喪失

(SBO)のような事象を起因とし燃料の空焚き@

破損，炉心溶融，原子炉圧力容器の損壊，炉心溶

融物の炉外崩落，格納容器損傷などの進展を経て，

大量の放射性物質が外部環境に放出されるさまざ

まな事象の総称です。そして，それらの進展を現

実的，保守的に予想する分析作業が過酷事故評価

で，そのような進展に抗するための措置や対応が

過酷事故対策です。

過酷事故評価は，起因事象のシナリオ選定から

始まります。通常， r原子炉圧力容器が大きく裂

けたら……J. r地中のマグマが原子炉の真下から

噴出してきたら…一.J. rすぐ近くを震源地として

マグニチュード 8.5の地震が 1時間おきに 10回

連続的に発生したら……J. r20機の爆撃機によ

る空爆を受けたら……」といったような事態は，

シナリオから除外されます。空想、上は可能であっ

てな現実的には起こらないと考えられるからで

す。とはいえ，現実的か非現実的かの境界線をこ

のような主観でいい加減にヲ|いてしまっては，た

ちまちこれに同意しない人たちの反論を受けて，

論争になってしまうでしょう O そこで，やがて米

国では，シナリオ選定に客観性をもたせるため，

確率論が導入されるようになります。

そんな中 SBOは，過酷事故の代表的シナリオ

として以前から必ず選ばれてきました。たとえば

US-NRCから委託され， 1981年 11月，オーク

リッジ国立研究所から発行されたプランズ・フェ

同原子力発電所内にある合計 8基の非常用デイ

ーゼル発電機がすべて働かなくなるという想定に

もとづくものでした。

ちなみに，原子力発電所の「立地審査」におい

ては，時間的に進展する複雑な事故シナリオを考

えません。突然，原子炉に内包されている放射性

物質(核分裂生成物)の一定量が格納容器内に採間的

に噴出しそれが一定の割合で外部環境に放出さ

れ続けていくことを仮定します。炉内の全量が外

部環境に瞬時に放出されることを仮定するのが最

も保守的ですが，そこまで厳しい仮定はしません。

格納容器は破られず，設計上最大の漏洩率でとは

いえ，比較的ゆっくりと漏れ続けることを仮定す

るだけです。短半減期の核種は，その聞に減衰し

ます。

結局，立地審査のための事故シナリオは，保守

性と非保守性が入り混じった， rさじ加減されたj

仮定にもとづいており，最悪なものではなく，必

ずしも現実的なものとして調整されたものという

わけでもありません。そこで，実際の原子炉事故

がどのような時間的進展を辿り，その影響がどれ

ほどの規模となるのかをより正確に把握するため

の高度な解析が求められるようになり，それが，

さまざまな計算コードや実験結果にもとづいた過

酷事故評価として発展してきました。ゆくゆく，

実際的な防災計画のベースラインを設定するため

です。立地審査過酷事故評価，防災計画の三者

には，以上のような関係がありますが，ここで留

意しなければならない重要な点がありますので，

これについて次項に述べます。

2.2 

立地審査のための事故シナリオでは，大口径配

管の破断を想定し， しかも，何らかの理由で非常
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用炉心冷却系が働かず¥たちまち炉心損傷が生じ， したG 仮想事故に対して評価していた

る放射'註物資が，外部環境に放出破欝口からは，炉心iこ内告されている放射性物質

のかなり ものと仮定して

います。そのような事象の発生頻度は， SBOの

よりも著しく震いと推測されます。しか

しそ のあとの fさじ加減J，すなわち，格納容

器の健全性が損なわれないと

される結果と会ってしまったわ

日本の罷係者が， J品酷事故評舗を現実的で意味

のあるものとする

オを

と

ら学ぶべきこと

を考恵して連坊なシナリ

して十分慎重に評鑑を

る人でさえ，ぞれからおもむろに歩いて 行うことの ら原

限離れることで，放射隷被畷によ

り，深刻な事故シナリオが欠薬しており，ることができま

f車方. SBOを とし し の 館方法に見受けられる考え方は，欧米のそれから

プランズ・ブエリーの解析書によれば，これに

HPCII京CICが起動せず，迭し安全弁が開国着を

起こすような悪い条件が重なったときには， 1アラ

分後に格納容器の破損が起こってしまい，風向き

が一致した場合には，上述の入の頭上を，

放射?生物質を含んだ放射能雲が通過していくこと

になり，致命的な急性障害を受ける可能性があ与

ます。

以ヒの において

し韻重さに欠けています。また，

回引水的ですc この問題泣 いずれ稿を改めてじ

っくち議論したいと患います臼

また， なものと

きことも少なくあち

ここではその…っとして，通安に人的

対応に依存するべきではないという点を強調して

おきたいと思いますの 過酷事故の対応のため，可

ポンブ車を使うべきではないと

ナリオを丁寧に拾い上げるこ っている 与ませんのそれらも最終的

とも重要ではあるが.むしろ，いったん選定した

事故シナリオに対して(大雑把な「さじ主主減jをすること

なく)，慎重で念入ちな評価を在うことのほうがよ

り重要であるということを示唆しています。日本

まさに上述の立場審査のための事故シナリ

オに， 1仮想事故jという呼び名を与え， BWR 

プラントにおいては，格斡容器からの徴少な設射

性物質の漏出さえも嘉子炉建屋(二次格斡容器)に封

じ込め，これを高性能のチャコ…ル・フィルター

によって譲過して外部場境に排出するというそヂ

ルにもとづいて評鍾を行っていましたむ勉方，仮

想事故よりも

ては，これを地中のマ

出してくるシナリオのように扱い，除外してきま

したのそして，実際に福島事故において SBOが

シール材が劣化した格納容器は

ダダ詣れとなり，高性能のチャコール・フィルタ

ーに吸引するファンは組動せず，

よって封じ込めの機能を失いま
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えと しかしそれらがいよいよ必

要とされる前に， と身

体的・精神的負担が最小限になるよう，ま

自動的に作動・制御(パッシブ設計)される設需が，

としてではなく恒設として設置されるべきだ

ということですむ

この問題を提却すると，し試しば， 1それは単

なる設計思想の問題であって優劣はないjと

の深入りを避けようとする人もいますが，私は，

明白なi憂劣があると考えています。それは，

時においてではなく，事故によって環境が悪化し

て接近で冬ないとき，テロリストによって拘束さ

れ自自に行動できなくなったとき，何が原子炉を

てくれるのかを考えれば自明会

格納容器の

ベント操詐を行うために大変な恐怖と

を飲み，全福マスク

て，暗黒の中，時折轟音がこだまする高温，

トーラス 強力なパネの力で閉じられた



ベント弁を開くため入つ

しかもそれは，すっかり

た。しかし米国の

ら

なってからでし ま

(ABWR)の

も ら，

され?格納容器が所定の圧力に達し 儲@対策における技術的な弱点が数多く見過ごさ

たところで，下流のラプチャー。ディスク(設計圧

力に達すると開く装置)が勝手に開くように改められ

ていました。これもパッシブ設計の例です。アク

テイブよりはパッシブ，マニュアル操作よりは自

動，仮設よりは本設が優越しそれらによって，

現場の緊急対‘応要員の危険と負担が少しでも軽減

されるべきだと考えます。

日本の過酷事故対策は， この例に代表されるよ

うに，今でも必要以上に，緊急対応要員の行動に

依存しており， しかも無理な時間制限が課されて

います。さらに， rもしー・・ーだったら」との視点

からのバックアッフ0 ・プランがないか，形ばかり

で，深層防護が劣っています。たとえば，淡水の

水源が得られなくなった場合のパックアップとし

て，海水の利用が言及されています。しかし蒸

気発生器の二次側や，貯水能力のなくなった原子

炉や使用済燃料プールに海水を注入すれば，塩が

析出し，金属の融点低下，イ云熱特性の低下，冷却

用流路の閉塞を誘発する可能性があり，単純に海

逃し安全弁の関居着:逃し安全弁は，原子炉圧力

容器が過剰な圧力によって破損するのを訪ぐため

の安全設備で，原子炉からタービンに蒸気を送る

ための配管に譲数台数設置されている。これ(こ

れら)が，故障によって開いたままになると(関田

着入原子炉圧力容器の水位の低下が加速され，

炉心溶融が早まる。

HPCI (High Pressure Coolant Injection) :高圧炉

心注入系。古い炉型の沸騰水型炉(BWR)に具備さ

れているタービン駆動式の非常用炉心冷却系

(ECCS)の一部。

RCIC(Reactor Core Isolation Cooling System) : 

原子炉隔離時冷却系。 BWRに採用されている系

統。改良型沸騰水型炉(ABWR)では ξCCS系でも

ある O

ックアップにはならな もあり

* * 
なし

れ， 的に は論外であるにもかか

わらず，そうであるかのように原子力規制委員

自らが公言することに，私は少なからぬ失望を抱

いています。昨年 8月， OECD/NEAが発行した

は， 自己欺目前的な満足に陥らないよう

を引き締めていかなければならないとの椙島事故

に対する反省の決意が加盟国への呼び掛けとして

綴られていますが， 日本は，当事国でありながら，

早速これに逆行し挙国一致体制で安全神話の再

構築を始めています。再び安易な安全審査によっ

て過酷事故を過小評価し 対策の有効性を過大評

価し疎かな防災体制への注目を弱める「復旧」

が進められているのを感じます。

読者の皆さんには， まだこれしきの内容で十分

納得していただけるとは思っておりません。数多

い問題の山から，次の題材を選び，訴えを続けさ

せていただきます。
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